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第３章 施策の方向性 

 

１ 目指す姿と取組の基本方向 

 

【目指す姿】 

あらゆる人々が文化芸術に親しみ、交流することで創り育む心豊かな県民生活と活力ある

地域社会 

 

 文化芸術は、県民が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上で欠かせ

ないものであり、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他社会のあらゆる分野

と関わり、地域社会の発展と県民の活力を高めていく貴重な財産です。 

そこで、障害の有無や年齢、性別等に関わらずあらゆる人々が文化芸術を享受できるよう、

様々な機会の提供、活動への支援、人材の育成などの環境づくりを行うとともに、地域の伝統

文化が次世代へ継承され、地域活性化につながる取組を行います。特に、次代を担う子どもや

若者が文化芸術に触れる機会の充実を図ります。 

 また、本県には、固有の歴史・文化・豊かな自然、東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会により得られたレガシー等があることから、これら多様な「ちば文化」の強みを生か

したブランド化を進め、本県の文化的魅力の認知度向上に取り組むとともに、観光・まちづく

り・国際交流・福祉・教育・産業等様々な分野との連携を推進します。 

さらに、文化芸術の創造や発信の手段の多様化や、新型コロナウイルス感染症の拡大による

新たな生活様式に対応するため、ＩＣＴの活用やデジタル化にも取り組みます。 

なお、本県では新たな千葉県総合計画のもと、ＳＤＧｓに通じる様々な施策を着実に推進 

することとしていることから、ＳＤＧｓの考え方も踏まえ、これらの取組を通じて、心豊かに

暮らすことができる活力ある地域社会をつくることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本県の県民生活を支える海 
（上段左から）谷津干潟、京葉臨海コンビ 

ナートの夜景、釣ヶ崎海岸の景観 

（中段左から）東京湾アクアラインの夜景、 

九十九里浜の景観、波の伊八 

（下段左から）南房総白浜海女まつり、大原 

はだか祭り 
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２ 基本指標等 

 

 本計画全体の達成度を計るための基本指標及び目標を次のとおりとします。 

指標 現状（令和2 年度） 目標（令和6 年度） 

この１年間に、文化芸術を鑑賞した県民の割合 
（オンラインでの鑑賞を含む） 

（参考）69.5％８ 75.0％ 

この１年間に、鑑賞を除く文化芸術活動をした

ことがある県民の割合 

（オンラインでの活動を含む） 

（「文化芸術活動」とは、創作や出演、習い事、

祭りや体験活動、趣味を同じくするグループで

の活動への参加を含む） 

－ 50.0％ 

 

 

３ ５つの視点 

 

目指す姿の実現に向けて、千葉県文化芸術の振興に関する条例の理念を踏まえ、文化芸術に

関する施策に取り組む際に重視すべき視点を次の５つとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

                         
８ 第60回（令和2年度）県政に関する世論調査において、「文化芸術に触れたか（鑑賞・活動を

したか）」の問いに対し、「触れなかった」及び無回答を差し引いた県民の割合。この割合には、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、オンラインでの音楽や映画等の視聴機会が増加し

た等の社会状況の変化に鑑み、オンラインで文化芸術を鑑賞・表現した場合を含めています。 

アイデンティティー 

多様性 

継 承 

創 造 

千葉県民としての意識や、地域・郷土への愛着を持つこと。 

共生社会として、年齢、障害の有無等に関わらず、文化芸術に触

れること。 

伝統芸能・文化財等を保存、継承していくこと。 

展 開 

新たな文化芸術を創造していくこと。 

文化芸術そのものだけでなく、多様な分野と連携、発展してい

くこと。 
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４ 取り組むべき課題と施策の方向性 

 

前計画での取組や文化芸術を取り巻く諸情勢の変化や、重視する５つの視点を踏まえ、さらに

総合的かつ効果的な文化芸術の推進を図るため、現状及び本計画で取り組むべき課題及び、施策

の方向性を整理すると、次のようになります。 

 

 

 

  

• あらゆる人々
が 文 化 芸 術
に親しむこと
ができる環境
づくり

「第２次ちば文化振興計画」では、１年間に文化芸術に触
れた県民の割合が７０％となることを目標とした。災害や
新型コロナウイルス等の影響で文化芸術の必要性が一
層増していることから、引き続き、障害の有無や年齢等に
関わらず、誰もが文化芸術活動を行い、鑑賞できる環境
の整備が必要である。

• ち ば の 多 様
な 伝 統 文 化
が輝き続ける
地域づくり

令和元年度の「県アンケート」では、「自分が住んでいる地
域の伝統芸能に担い手として参加しているか、又は参加
したいか。」との設問に対し、「参加しているが今後は続け
たいと思わない」「参加していないし今後参加したいとも思
わない」が約６割。地域の伝統文化の継承のためには、
県民が伝統文化へ関心を持ち、参加したくなる工夫が必
要である。

• 新たな文化
芸術の価値
を創造でき
る 社 会づ く
り

「文化芸術基本法」の改正により、文化資源を観光・まちづ
くり・国際交流・福祉・教育・産業その他関連分野に活用す
ることで、地域の活性化や経済の好循環を創出することが
求められる。

また、本県では広い野外空間や豊かな自然を生かした
文化芸術活動が盛んであり、積極的に振興する必要が
ある。

• 次 代 を 担 う
子 ど も や 若
者がち ばの
文化芸術に
触れる 機会
づくり

令和元年度に実施した「県アンケート」の結果では、県が
積極的に取り組むべき分野として、約４割の人が「子どもた
ちが文化芸術に親しむ機会の充実」を挙げた。

また、子ども・若者が文化芸術により親しめるよう、それら
の世代に訴求力の高い文化芸術の振興が必要である。

• ちばの強み
を生かした
文化芸術の
創造・発信

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に本
県の魅力を発信するために実施した「ちば文化資産」の選
定等の文化プログラムの実施を通し、まだ広く知られてい
ない魅力の存在が見えてきたことから、本県の文化芸術
の特徴や魅力をブランド化し、認知度を高めていく必要が
ある。

また、文化芸術の新しい表現手段として有効なＩＣＴやデジ
タル技術の活用を進める必要がある。

現状と課題 課題を踏まえた施策 目指す姿 
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